
　　　東郷町防災ラジオ等貸与事業実施要綱
（目的）
第１条　この要綱は、高齢者のみで構成される世帯に防災ラジオ及び周辺機器（以下「防災ラジオ等」という。）を貸与することにより、地震災害等の発生時において、瞬時にその情報を伝達し、もって高齢者が迅速に避難できるようにすることを目的とする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　⑴　防災ラジオ　緊急地震速報を感知したときに自動起動し、受信することが可能であり、かつ、非常時においてアラームが発出できるラジオ
　⑵　地域支援者　民生委員、自主防災組織その他の避難行動要支援者の避難支援をする者
（事業の内容)
第３条　町長は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。　　
⑴　防災ラジオ等を必要とする者に貸与すること。
⑵　防災ラジオ等を貸与したことを地域支援者に対し情報提供すること。
（貸与対象者)
第４条　防災ラジオ等の貸与を受けることができる者は、町内に現に住所を有し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により町の住民基本台帳に記録されている者のうち、申請日において満６５歳以上の者のみで構成される世帯の者とする。
（利用の申請）
第５条　防災ラジオ等の貸与を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、東郷町防災ラジオ等貸与事業利用申請書（様式第１）（以下「申請書」という。）を町長に提出しなければならない。
（決定通知等）
第６条　町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、その結果を東郷町防災ラジオ等貸与事業利用決定（不決定）通知書（様式第２）により申請者に通知するものとする。
２　前項の利用決定通知を受けた者（以下「利用者」という。）は、速やかに町長に東郷町防災ラジオ等貸与事業利用誓約書（様式第３）を提出しなければならない。
３　町長は、第１項の規定により事業の利用を決定したときは、防災ラジオ等利用者台帳（様式第４）を作成し、利用者及び防災ラジオ等の管理を行うものとする。
（費用の負担）
第７条　防災ラジオ等は、無償貸与とする。ただし、電気料、電池の交換その他の防災ラジオ等を使用するために必要な費用は、利用者の負担とする。
　（遵守事項）
第８条　利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴　防災ラジオ等を善良な管理者の注意をもって取り扱うこと。
⑵　防災ラジオ等を他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供さないこと。
（利用の変更等）
第９条　利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に東郷町防災ラジオ等貸与事業利用変更（辞退）届（様式第５）を提出しなければならない。
⑴　第５条に規定する申請書の内容に変更があるとき。
⑵　事業利用の中止を希望するとき。
（利用の取消し）
第１０条　町長は、利用者が偽りその他不正の行為により申請を行ったと認められるときは、当該申請に係る利用の決定を取り消すことができる。
２　町長は、前項の規定により事業利用の決定を取り消すときは、東郷町防災ラジオ等貸与事業利用取消通知書（様式第６）により、利用者に通知するものとする。
（防災ラジオ等の返還）
第１１条　利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに防災ラジオ等を町長に対し返還しなければならない。
　⑴　第４条の規定に該当しなくなったとき。
　⑵　第９条第２号の規定による事業利用の中止を申し出たとき。
　⑶　前条の規定により事業の利用を取り消されたとき。
　（損害賠償）
第１２条　利用者は、防災ラジオ等の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに町長に対しその状況を報告しなければならない。
２　利用者は、利用者の責めに帰すべき理由により防災ラジオ等の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、その損害に係る費用を負担しなければならない。
　（委任）
第１３条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
　　　附　則
　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。




